
重要事項説明書 

 

 

保育の提供にあたり、当保育園があなたに説明すべき内容は、次のとおりです。 

 

 

１．施設運営主体 

名称 社会福祉法人 江東会 

所在地 大阪府東大阪市若江東町 2丁目 6番１７号 

電話番号 TEL 06（6724）2069 

代表者氏名 理事長  吉田 学 

 

 

 

２．利用目的 

施設の種類 保育所 

施設の名称 西区南堀江保育園てのひら 

施設の所在地 
〒550-0015 

大阪市西区南堀江４丁目８番１４号 

連絡先 
TEL 06（6538）5558 

FAX 06（6538）5550 

施設長 施設長  梁川 閏奎 

対象児童 
児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるとこ

ろにより、保育を必要とする小学校就学前児童 

認可定員 

０歳児（１０名）  １歳児 （１４名） 

２歳児（１４名）  ３歳児 （１４名） 

４歳児（１４名）  ５歳児 （１４名） 

利用定員 

満３歳以上の児童           ４２名 

満１歳以上満３歳未満の児童      ２８名 

満１歳未満の児童           １０名 

開設年月日 平成３０年４月１日 

URL http://sw-tenohira.jp/minamihorie/ 

 

 

 



３．施設の目的・運営方針 

西区南堀江保育園てのひら（以下「当園」という。）は、以下の運営方針に

基づき、保育を必要とする児童を日々受け入れ、保育を行うことを目的としま

す。 

 

（１）「当園」は、保育の提供にあたっては、入園する乳児及び幼児（以下

「園児」という。）の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進すること

に最もふさわしい生活の場を提供するよう努めます。 

（２）「当園」は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携

の下に、児童の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行います。 

（３）「当園」は、園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図

りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を

行うよう努めます。 

 

運営・保育理念 

ともに歩み、ともに育つ 

園児、家族、職員、地域の皆さん等、保育園に 

関わる全ての人たちが、子どもたちの成長とともに 

自らも成長する。 

Grow together both History 

 

保育方針 

「人」と歩む保育 

「自然」と歩む保育 

「そうぞう力」（想像・創造）を養う保育 

「家族」と歩む保育 

「地域」と歩む保育 

「様々な文化」と歩む保育 

「こころ」がふれあう保育 

「こころ」と「からだ」と「ちえ」がまざりあう保育 

 

保育目標 

「人」を愛するこども 

人との関わりの中で人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心

を育みます。  

 



「自然」を愛するこども 

自然とふれあう体験を通して豊かな感性を育て、生命の尊さを感じる力を養

います。 

 

「そうぞう力」（想像・創造）を持つこども 

一つの事象をあらゆる側面から捉える豊かな思考力と、それを表現するそう

ぞう力を養います。 

 

 

３．当園における施設・設備等の概要 

 

（１）施設 

敷地 ２２１．１９㎡ 

園舎 
構造 鉄筋コンクリート造 ５階建 

延べ面積 ７５１．４６㎡ 

園庭 屋上 ４５．５７㎡ 

 

（２） 

設備 部屋数 備考 

保育室 ６室 

ひよこぐみ （満０歳児クラス） 

りすぐみ  （満１歳児クラス） 

うさぎぐみ （満２歳児クラス） 

ぱんだぐみ （満３歳児クラス） 

きりんぐみ （満４歳児クラス） 

らいおんぐみ（満５歳児クラス） 

多目的室 １室  

調理室 １室  

事務室 １室  

 

 

４．提供する保育等の内容 

   当園は、保育所保育指針（平成２０年３月２８日厚労告１４１）を踏まえ、

以下の保育その他の便宜の提供を行います。 

 

（１）特定教育・保育及び時間外保育の提供 

   下記７に記載する時間において、保育を提供します。 



（２）特別支援保育 

特別に支援を要する子どもも無い子どもも、地域や保育園で育ちあう保育

をすすめています。 

（３）地域交流活動 

保育園施設を利用し交流、また、地域の行事などでの交流も行います。 

（４）子育て相談事業 

子育ての悩みなど電話で受け付けています。 

< 受 付： 月曜日～金曜日 午前１０時から午後５時> 

 

５．職員の職種、職員数及びの内容（栄養士については調理員の内数） 

職種 職務の内容 員数 常勤 非常勤 

施設長 
保育園運営をつかさどり、所属職

員を監督 
１名 １名  

主任 

保育士 

施設長を助け、任命を受けて保育

園運営業務の一部を補佐、児童の

保育等をつかさどる 

１名 １名  

保育士 児童の保育等をつかさどる １２名 ９名 ３名 

保育補助者 保育士の業務を補助する ３名  ３名 

看護師 児童の健康管理をつかさどる １名 １名  

栄養士 

児童の発達段階に応じ献立を作成

し、 

給食及びおやつを調理する 

２名 １名 1 名 

調理員 給食の調理をつかさどる ２名 ２名  

嘱託医 
年２回の内科健診及び相談 

年１回の歯科健診及び相談 
２名  ２名 

当園では、「大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２４年３月３０日大阪市条例第４９号。以下、「条例」という。」の定める基準を遵

守し、保育の実施に必要な職員として、上記の職種の職員を配置します。 

 

<各職種の勤務体系> 

職種 勤務体系 

施設長 正規の勤務時間帯（７：００～１９：３０）のうち、８時間 

主任保育士 正規の勤務時間帯（７：００～１９：３０）のうち、８時間 



保育士 正規の勤務時間帯（７：００～１９：３０）のうち、８時間 

保育補助者 正規の勤務時間帯（７：００～１９：３０）のうち、８時間 

看護師 正規の勤務時間帯（７：００～１９：３０）のうち、８時間 

調理員 正規の勤務時間帯（８：００～１８：００）のうち、８時間 

※ ローテーションにより、各保育士の勤務日及び勤務時間帯は異なります。 

※ 職務の都合上、上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。 

 

６．保育を提供する日 

保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとします。 

ただし、年末年始（１２月２９日から１月３日）及び祝祭日は休園となります。 

 

７．保育を提供する時間 

保育を提供する時間は、次のとおりとします。 

（１）保育標準時間認定に係る保育時間 

保育標準時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場

合、７時００分から１８時３０分までの範囲内で、保育を必要とする時間と

なります。（実際に保育を提供する日及び時間帯は、就労時間その他保育を

必要とする時間を勘案し、当園との協議のうえで保護者ごとに個別に決定し

ます。） 

 なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な

場合は、７時００分から７時３０分まで又は１８時３０分から１９時３０分

までの範囲内で時間外保育を提供致します。 

 

（２）保育短時間認定に係る保育時間 

 保育短時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合、

８時００分から１６時００分までの範囲内で、保育を必要とする時間となり

ます。（実際に保育を提供する日及び時間帯は、就労時間その他保育を必要

とする時間を勘案し、当園との協議のうえで保護者ごとに個別に決定しま

す。） 

 なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な

場合は、７時３０分から８時００分まで又は１６時００分から１９時３０分

までの範囲内で時間外保育を提供致します。 

 

 

 

 



８．食事の提供方法及び提供を行う日、アレルギー対応状況及び栄養士の配置状

況 

（１）食事の提供方法 

   保育園において、調理を行います。 

 

（２）食事の提供を行う日 

   保育を提供する日は、食事の提供を行います。 

   児童の年齢に応じ、以下の時間帯に食事の提供を行います。 

 午前間食 昼食 午後間食 

０歳児 ９時半頃 １１時頃 １５時頃 

１歳児 ９時半頃 １１時１５分頃 １５時頃 

２歳児 ９時半頃 １１時３０分頃 １５時頃 

３歳児  １１時３０分頃 １５時頃 

４歳児  １１時４５分頃 １５時頃 

５歳児  １１時４５分頃 １５時頃 

※ 献立表は毎月別途お知らせします。 

（３）アレルギー対応状況 

除去食及び代替食に対応 

食物アレルギー対応マニュアル有 

※食物アレルギー等による配慮食の提供については、医師の「生活管理指導

表」が必要となります。 

 

（４）栄養士の配置状況 

職務の内容 員数 常勤 非常勤 

児童の栄養指導及び管理 １名 １名 1 名 

 

９．利用料金 

（１）特定教育・保育に係る利用者負担（保育料相当額の施設使用料） 

   支給認定を受けた市町村に対し、当該市町村が定める保育料相当額を施設使

用料としてお支払いただきます。 

 

（２）保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等 

 （１）に掲げる保育料相当額の施設使用料のほか、別表に掲げる費用を負担

していただきます。 

 

 



（３）実費徴収に係る補足給付事業 

 生活保護世帯に対して、（２）に係る費用のうち教材費、被服費等について

月額２，７００円を上限とし、申請により助成されます。 

 

１０．利用の開始に関する事項 

区役所の利用調整に基づき、当園に利用の要請をされた児童の保護者が、本重

要事項説明書等に同意された後に保育の提供を開始いたします。 

 

１１．利用の終了に関する事項 

当園は、以下の場合には保育の提供を終了いたします。 

（１）児童が小学校に就学したとき 

（２）児童の保護者が、児童福祉法又は子ども・子育て支援法に定める支給要

件に該当しなくなったとき 

（３）その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

 

１２．嘱託医 

当園は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。 

（１）内科 

医療機関の名称 はらだこどもクリニック 

所在地 大阪市西区境川１－１－３１ ６階 

電話番号 ０６－６５３７－９２１３ 

（２）歯科 

医療機関の名称 横石歯科 

所在地 大阪市西区北堀江 4 丁目１７番１９号 

電話番号 ０６－６５３３－６５２７ 

 

１３．緊急時の対応 

入所されている児童に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、コドモンに

記載されている連絡先等へ速やかに連絡を行います。 

 

 

 

 

 

 

 



１４．非常災害時の対策 

非常時の対応 別途に定める消防計画書により対応いたします 

防災設備 

・自動火災報知機 （有） 

・誘導      （有） 

・ガス漏れ報知器 （有） 

・非常警報装置  （有） 

・その他、カーテン等の防炎処理  （有） 

避難・消火訓練 避難及び消火の訓練は、毎月１回以上実施します 

 

１５．虐待の防止のための措置に関する事項 

  職員による児童への虐待防止のため、以下の措置を講じています。 

（１）職員に対して虐待防止研修を実施 

（２）虐待防止マニュアルの作成、運用 

 

１６．要望・苦情等に関する相談窓口 

当園 

ご利用相談窓口 

・窓口担当者   全職員 

・ご利用時間   １０時００分～１７時００分 

・電話番号    ０６－６５３８－５５５８ 

・ＦＡＸ     ０６－６５３８－５５５０ 

 

１７．利用者に対しての保険の種類・保険事故・保険金額 

 当園では、以下の保険に加入していただくことになります。 

保険の種類 独立行政法人 日本スポーツ振興センター保険 

保険の内容 災害共済給付 

 

 

１８．児童の利用状況 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

０歳児 ９名 １０名 １０名 

１歳児 １４名 １４名 １３名 

２歳児 １２名 １４名 ６名 

３歳児 １３名 １１名 １４名 

４歳児 １３名 １２名 １４名 

５歳児 １４名 １３名 １２名 

合 計 ７５名 ７４名 ６９名 

 



１９．第三者評価の審査、自己評価の実施状況 

項目 審査、実施状況 審査、実施結果 

第三者評価サービス受審 令和８年度受審予定  

 

２０．子ども・子育て支援法第３９条第３項、第５項の規定により公表・公示さ

れた旨 

  公表・公示案件はありません。 

 

２１．当園におけるその他の留意事項 

 （１）宗教活動、政治活動、営利活動 

    他の利用者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別  表 

 

１． 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金 

項目 金額 

主食費（３歳） 月額 2,000 円 

主食費（４・５歳） 月額 3,000 円 

副食費 月額 5,000 円 

レンタル布団 月額 1,200 円 

 1,000 円（内、光熱費

200 円） 

絵本代 月額 440 円 

卒園遠足積立金（４歳児・５歳

児） 

月額 250 円 

ダンス 月額 1,500 円 

スイミング 月額 3,050 円 

保育充実費 月額 1,500 円 

食育充実費     月額  500 円 

日本スポーツ振興センター掛け金 年額  315 円 

被服費等 

男児制服  16,300 円 

女児制服  15,900 円 

体操帽    1000 円 

体操服   7,000 円 

園カバン   4,500 円 

行事費 前年度参考費 ４,000 円 

保育用品 年齢に応じて購入 

（3,080 円～7,370 円 

 

（１）保育充実費 

 諸費用には、園外保育活動費・科学の実験費・行事の際のこども達へのプレゼン

ト代等を含みます。 

 

（３）食育充実費 

 食育充実費には、毎月の食育活動に係る費用として使用します。 

 

 

 



２． 時間外保育に係る利用者負担 

 

（１）保育標準時間認定児童の利用分 

延長保育時間   

① ７：００～７：３０ ②１８：３０～１９：００ ③１８：３０～１９：３０  

① ７：００～７：３０     ￥２，９００－ 

② １８：３０～１９：００   ￥２，９００－ 

③ １８：３０～１９：３０   ￥４，３００－ 

 

※延長保育申請されていない方で、７：００から７：３０に登園、または１８：３

０以降に降園された方は、別途１０分ごとに１００円請求致します。 

 

（２）保育短時間認定児童の利用分 

延長保育時間   

①７：００～８：００ ②１６：００～１８：３０   

・月極申請でのご利用はできません 

 ・延長保育を利用された場合は、１０分ごとに１００円請求致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報保護規定 

 

社会福祉法人江東会（以下「法人」という。）は、保育園利用者（以下「利用者」という。）に係る

特定の個人を識別できる情報（以下「個人情報」という。）の取り扱いについては、以下の方針で取

り扱うものとする。 

 

【個人情報の基本理念】 

法人では、「個人情報保護に関する法律（平成１５年法律第５７条）」第３条において「個人情報

は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取り

扱いが図られなければならない。」とされていることを踏まえて、個人情報を取り扱うすべての者

が、個人情報の性格と重要性を十分認識し、その適正な取り扱いを図ることといたします。 

 

【個人情報の利用目的】 

法人では、利用者に関わる全ての個人情報は「児童福祉法」及び厚生労働省編「保育所保育指針」

が示している保育所の円滑な実施以外の目的で使用することはありません。 

 

【個人情報の第三者提供】 

法人では「個人情報の保護に関する法律」第２３条に規定されている次の各号に該当するとき以外

は、保護者の同意を得ないで第三者に個人情報を提供することはありません。 

 

１． 法令に基づく場合 

２． 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であり、本人の同意を得ることが困難であ

るとき 

３． 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要な場合であり、本人の同意を得

ることが困難であるとき 

４． 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに

対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障

を及ぼす恐れがあるとき 

 

【個人情報の管理】 

法人では、個人情報を正確かつ最新にたもつようにつとめるとともに、利用目的を失った個人情報

は保管義務期間終了後に確実に消去するものといたします。 

 

【個人情報の開示、訂正及び利用停止等】 

法人は、利用者が関わる個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求める場合に

は、その権利を有していることを確認し、法令に従い速やかに対応するものと致します。 



【個人情報の安全管理措置】 

法人では、「個人情報保護規定」を実行するために、個人情報保護担当者（施設長）を設置し、個人

情報保護法その他関連する法律等を遵守し、管理責任者のもとで厳重なセキュリティー対策を実施

し、園内研修や職員会議等で周知徹底させ、適切に個人情報を管理してまいります。また、法人役

員ならびに職員やその他関係者は、職務上知りえた個人情報に対して、就業中はもとより離職後も

含め守秘義務を厳守いたします。業務委託を行う場合は、委託契約に安全管理措置の内容を契約に

盛り込むことと致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報の利用目的について 

 

保育園の通常業務で想定される個人情報の利用目的は以下のとおりです。 

 

■園児への保育サービスの提供に必要な利用目的 

 １．内部での利用に係る事例 

（１）保育サービス 

   延長保育促進事業、一時保育事業、障がい児保育事業、地域交流活動事業 

（２）管理運営業務 

① 入退園、登降園、及び育了時の管理 

入園児童台帳、卒園児台帳、発達状況調査書、連絡帳、園児受付名簿、アレルギー診断

書、アレルギー除去食表、離乳食調査票 

② 会計・経理 

給食費（３歳以上児）、延長保育料、その他 

③ 事故等の報告 

独立行政法人日本スポーツ振興センター、民間保険会社 

④ 保育内容の質向上 

出席簿、児童原簿、個別面談記録、個別指導計画、保育指導計画、身長体重記録表、健康

診断記録簿、視診表（健康、発熱、ＳＩＤＳ）誕生日、苦情受付、名札（ロッカー、連絡

帳、その他個人用持ち物）、写真及び作品展示、各お便り、ホームページ、保育相談に関す

る資料、アンケート等 

（３） 費用の請求および収受に関する事務 

行事参加必要経費等 

 

２．他の事業者等への情報提供を伴う事例 

（１） 検診、検査の実機関・・・内科検診、歯科検診 

（２） 家族等への心身の発達や状況についての説明 

（３） 損害賠償等にかかわる弁護士および保険会社等への相談・説明 

 

上記以外の利用目的 

 内部での利用にかかる事例 

（１） 保育サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

（２） 保育園内で行われる実習生、ボランティア受け入れ 

（３） 保育園内において行われる事例研究等 

 

 



外部等への情報提供をともなう事例 

（１） 外部監査機関、サービス評価機関への情報提供 

（２） 保育研究会等への資料提供 

（３） 小学校、転園先への要録等の情報提供 

（４） 中央こども家庭センター・児童相談所・教育相談所・ケース会議等への情報提供 

 

 

３． 市からの依頼を受け配布・提出する書類 

入所（継続）申請書、源泉徴収票、勤務証明書、入園時健康診断書 

 

 

 

令和６年９月１日改訂 

 


